
神戸税関

門司税関

税 関

安全・安心な社会の実現
拳銃、覚醒剤などの不正薬物、ワシントン条約で規制される動植物、コピー商品などの知
的財産を侵害する物品等、国内で、もしくは国際的に規制されているものが違法に輸出入
されないよう、空港や海港で取締を行っています。

適正かつ公平な関税等の徴収
海外から輸入される貨物には「関税」や「消費税」などの税金がかかります。モノや材質に
よって異なる関税等が正しく申告、納税されているかを審査し、輸入を許可します。

貿易の円滑化
国際貿易が年々増大する中、貿易のセキュリティ確保と国際物流の円滑化と両立させるた
め、通関手続のオンライン化を推進し、民間企業とのパートナーシップを構築、開発途上国
税関の制度改善、人材育成を支援します。

私は福岡空港で、不正薬物やコピー商品、金塊等の
密輸を阻止するため、入国旅客の手荷物検査を
行っています。毎日約１万人もの旅客が出入国する
なかで、迅速な旅客対応が求められますが、日本へ
の持込みが規制されている物品を見つけ出し、摘発
する非常にやりがいのある仕事です。業務内容は堅
苦しく思えるかもしれませんが、気さくな方が多く、分
からないことも質問しやすい環境で、明るい雰囲気
の職場です。また、研修も充実しているので自身の
スキルアップに繋げることもできます。皆さんと働け
る日を楽しみにしています。

【門司税関問い合わせ先】
門司税関総務部人事課人事第１係
〒801-8511
北九州市門司区西海岸
1-3-10
門司港湾合同庁舎3階
☎：050-3530-8314
HP：https://www.customs.go.jp/moji/

【神戸税関問い合わせ先】
神戸税関総務部人事課人事第１係
〒650-0041
神戸市中央区新港町12-1
☎ ：078-333-3013
HP：https://www.customs.go.jp/kobe/

管轄について

仕事について

先輩職員からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

税関は、全国を９つの区域に分
けて管轄しており、中国地域は、
神戸税関と門司税関の２つの
税関が管轄しています。

（官庁訪問や、採用面接は各税
関で行っています。）

（令和４年度一般職（大卒程度）行政）

私は当初、分析業務において
理系人材が活躍できるという点
と国際物流のスケールの大きさ
に魅力を感じて税関を志望しま
した。
1年目は通関部門で化学品の
輸出入申告の審査を担当し、
適切な税額が申告されている
かどうかを確認していました。
事業者の方に化学品の性質や
構造を説明する機会も多々あり、
大学で得た知識を十分に活用
できたと思います。

現在は輸出入貨物の検査業務に従事しています。覚せい剤
等社会悪物品の国内流入を阻止するために大型Ｘ線検査装
置を始めとする多様な専門機器を用いて、日々取締業務に
取り組んでいます。

さらに海外の税関職員に対して受入研修等を行う関税技術
協力支援チームにも参加しています。こうした実務や研修を
通じ、スキルアップを実感しています。

これらはほんの一例になりますが税関には多種多様な業務
があるため、皆さんの知識や経験を活かせる業務をきっと見
つけることができるはずです。ご一緒に働ける日をお待ちして
います。 （平成３０年度一般職（大卒程度）化学）


